
亀山市告示 第 ３ ９ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ６ ０ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 本 市 の 区 域 内 に お い て 字 の 区 域 を 変 更 し た の で 、 同 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 次 の と お り 告 示 す る 。  

  令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日  

                         亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 御 幸 町 字 貝 戸 部 に 編 入 す る 区 域  

亀 山 市 御 幸 町 字 嶋 田 ２ ７ ９ 番 地 ５ 、 ２ ７ ９ 番 地 ６ 及 び ２ ７ ９ 番 地

７  


